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不適切な事務処理事案を教訓とした実践行動 

―問題の発生回避・拡大防止のために― 

 

 

 

 

Ａ 組織的な業務の進捗管理  

 

①課長は、少なくとも月に１度、個別の事務事業の処理状況や見通しについて、職

員への聴取りや管理簿等の確認などを通じ、自ら表面的でなく踏み込んだ把握を

行い、特に法令違反や処理遅滞など隠れた問題がないか、危機意識を持って検証

すること。【Ｄで再掲】 

②許認可・補助金交付関係事務など対外的な応答を要する事務の進捗管理について

は、組織的に共用する台帳等に記載するなど、主担当以外の関係職員も確認でき、

通知や支払いなどの処理状況が一見して判然とする管理方法によること。また、

確認の担当者や確認タイミングを設定するなど、進捗管理を確実に実践できるよ

う運用すること。 

 

 

Ｂ 事務処理ルール  

 

①各職場では、既にある事務ミスチェックの仕組み・進捗管理の仕組みについて、

確認が形式に陥って「形骸化」していないか、複数の職員で常に確認する運用と

しているか等、年度始めなど節目の機会に職場ミーティング等を活用し、各職場

で検証を行い、必要な改善を図ること。 

②職員は、担当事務について、国や業務主管課などが示した事務処理の方針やルー

ルを的確に理解し、上司の指示を受けながら、所属の職場での作業手順・体制を

整備するとともに、関係職員がいる場合は、十分な理解が得られるよう丁寧に周

知・伝達をすること。この際、処理ルールを明確にし、研修を行うなど嘱託職員

や臨時的任用職員を含めた関係職員に確実に浸透するよう留意すること。 

③業務主管課など総括的な立場にある部署は、関係事務が全庁的に適正かつ円滑に

運用されるよう、作業手順やミス発生防止策などの仕組みの構築と継続的な改善

を行うとともに、少なくとも年に１度、その浸透・定着を促し、状況の確認をす

ること。 

  

１ 問題発生前の対応（未然防止） 

資料４ 
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Ｃ 文書管理・公印管理の状況  

 

①業務上の作業手順やミス防止方策等の情報は、確実に行政文書化し、組織的な共

有を図ること。 

②申請関係書類等は、個人用の引き出しやキャビネットで保管することなく、組織

的共用下におき、所在を確認できる保管方法とすること。 

③公印は、職場で使用する時間帯には、管守者等の確認を経なければ使用すること

ができない状態に置くこと。また、保管に当たっては金庫等の管理者等が施錠す

る保管場所に格納することを徹底すること。その他、公印規則等ルールに沿って

管理すること。 

 

 

Ｄ 上司のマネジメント  

 

①課長は、職員への気軽な声がけや職場ミーティングへの参加等、所属職員から相

談や報告を受けやすい雰囲気づくりを、継続的かつ積極的に行うこと。 

②課長は、少なくとも月に１度、個別の事務事業の処理状況や見通しについて、職

員への聴取りや管理簿等の確認などを通じ、自ら表面的でなく踏み込んだ把握を

行い、特に法令違反や処理遅滞など隠れた問題がないか、危機意識を持って検証

すること。【Ａの再掲】 

③課長及び係長は、業務の増大や職員の病気休暇取得などにより職場が繁忙状態と

なった場合は、柔軟な業務分担の変更、職員相互の応援態勢など迅速に対策を講

じ、さらに必要に応じた他部署への応援要請や人員体制についての人事当局との

協議も含め、安定した業務執行体制の確保に特に留意すること。 

この場合、課長及び係長は、毎日、業務遂行状況を把握するとともに職員の様子

にも気を配り、事務ミスの発生抑止と問題の早期捕捉に努めること。【Ｇで再掲】 

 

 

Ｅ 職場内や部署間の情報共有（丁寧な周知・助言）  

 

①事務の作業手順・処理方法等については、マニュアル化するなど関係部署が容易

に情報を取得し確認ができる方法で確実に行政文書化し、組織的に共有すること。 

②業務主管課など総括的な立場にある部署は、制度導入や改正に当たっては、オー

ル市役所の視点から、関係部署において適切に事務が運用されるよう、受け手が

理解しやすい丁寧な周知と必要な助言を行い、十分な浸透を図ること。 
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Ｆ 職員の課題に対する感度（法令等への立返り）  

 

①各職場の職員は、他部署任せでなく主体的に、所管事務に関係する法令等の根拠

を確認し、十分な理解に努めるとともに、制度改正の動向を注視し、改正があっ

た場合はその内容をしっかりと把握すること。この際、疑義がある場合は、上司

や業務主管課に確認・相談すること。 

②課長及び係長は、所管事務に係る関係法令等の適用について、危機意識を持って

日頃から注意を払い、少しでも疑義がある場合は、放置せず速やかに適法性・妥

当性を検証すること。 

 

 

Ｇ 業務執行体制などの職場状況  

 

○課長及び係長は、業務の増大や職員の病気休暇取得などにより職場が繁忙状態と

なった場合は、柔軟な業務分担の変更、職員相互の応援態勢など迅速に対策を講

じ、さらに必要に応じた他部署への応援要請や人員体制についての人事当局との

協議も含め、安定した業務執行体制の確保に特に留意すること。 

この場合、課長及び係長は、毎日、業務遂行状況を把握するとともに職員の様子

にも気を配り、事務ミスの発生抑止と問題の早期捕捉に努めること。【Ｄの再掲】 

 

 

Ｈ 事務引継  

 

①事務引継に当たっては、全職員が要綱及び通知に従い、原則として事務引継書を

作成し、懸案事項等（処理未了事項、未着手事項等）、対応の優先順位、業務ス

ケジュール等を明示すること。また、後任者に対しては確実に理解してもらえる

よう丁寧な説明に留意するとともに、所属長に引継の実施結果を報告すること。 

②課長は、所属職員の事務引継書において懸案事項等として示された事項は、引継

後速やかに、対策や見通しについて課長・係長間で確実に認識を共有し、課長は

必要な指示を行うこと。 
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Ｉ 長期在籍などに伴う固定的な業務分担  

 

○課長及び係長は、定期的な業務分担の変更や、正副担当による相互チェックの実

効ある運用などにより、一人の職員のみが長期間、固定的に業務を担当し、事務

処理状況がブラックボックス化する事態が起こらないよう、定期的に業務分担や

執行体制を検証し、防止策を講じること。 

 

 

Ｊ 制度の整備  

 

○各種制度の所管課は、庁内の関係事務の執行状況などを的確に把握し、関係する

制度が職場の実態に適合するものとなるよう、速やかに必要な整備や改善を図る

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｋ 上司等への迅速な報告（リスクの組織的共有） 

Ｌ 問題拡大の抑止、迅速な適正化 

Ｍ 職員・上司のルール遵守意識・危機意識  

 

①職員は、問題の放置が事態の深刻化を招くという教訓を忘れずに、事務ミスや業

務・服務に関係する問題を発見したとき、又は発生するおそれがあると気づいた

ときは、躊躇することなく直ちに係長及び課長に報告すること。 

②課長及び係長は、問題の発生時や発生するおそれがあると気づいたときは、法

令・ルールの遵守意識と危機意識を強く持ち、直ちに上司に報告し組織全体でリ

スク共有を図ること。併せて、影響を最小限に留めるための対処を迅速に行い、

又はその指示をすること。 

 

 

２ 問題発生後の対応 


